
利用目標

31236

181

利用実績

33448

198

対前年比（％）

107.1%

109.4%

107.1%

対目標比（％）

109.4%

19,450,950

5,446,000

（特記事項）

事業収支
（単位：円）

損益 -2,425,300 -1,251,201

計 20,110,300 計

5,446,350

項目

計 16,187,023

6,450,000

指定管理料

市の収支

利用料収入 5,841,600

平成28年度決算年度計画額 収支実績額

利用料収入

国・県補助金

指定管理料18,199,749

収入
（歳入）

指定管理料

項目 金額

平成27年度決算

金額 項目 金額

計 12,291,600

営繕工事費 222,588

指定管理者収支（平成29年度）

児童館事業費 7,233,000 児童館事業費

項目 金額

17,685,000 指定管理料

支出
（歳出）

18,199,749

計 17,685,000 計

指定管理間接経費

・児童の安全管理、健康管理、情緒の安定、児童への適切な遊びの指導
・施設の維持管理
・放課後児童健全育成事業

　利用料金制の導入 　なし　　委託料方式

　施設の利用状況

利用区分等

年間延べ利用人数

（特記事項）

備品購入費 175,824 備品購入費 212,112

10,892,350

15,752,323児童館人件費 12,408,900

計18,199,749

営繕工事費6,642,483

児童館人件費

国・県補助金

差引 -5,294,673

平成29年度　指定管理者モニタリング結果及び評価表 

１　施設の概要

　施設名称 島内児童センター
所管課

TEL
こども育成課

34-3261

　所在地 松本市島内４８８４－５ 設置年月
昭和４８年４月１日（旧児童館）
平成２５年４月１日（児童ｾﾝﾀｰ）

　施設設置目的
地域の児童健全育成の拠点施設として、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操
を豊かにすることを目的としています。

　施設概要・設備
木造平屋建て、延床面積498.5㎡
集会室、クラブ室、創作活動室、図書室、遊戯室

　指定管理者名（選定方式） 社会福祉法人　松本市社会福祉協議会（公募）

　指定期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日

放課後児童健全育成事業
登録児童数（月平均）

　指定管理者の
　主な業務

差引 -6,083,973

399,567

12,453,000

0

計 18,375,573

424,300 指定管理間接経費



2　市（所管課）による評価

評価

1 B

2 B

3 B

4 B

5 B

6 B

7 B

8 B

9 B

10 B

11 B

12 A

13 B

14 B

15 B

16 B

17 B

18 B

19 B

20 B

21 B

22 B

23 B

点 24 B

25 B

26 B

27 B

28 B

29 B

30 B

31 B

32 B

33 B

34 B

35 B

36 B

37 B

38 A

39 B

点 40 B

施
設
の
運
営

14項目

34　点

経済性
事業報告及び決算

支出総額は事業計画書の範囲内であるか。 3

利用者アンケートが適切に実施されており、苦情や要望、意見等に適切に対応しているか。 3

障害者、子ども、高齢者等の利用に配慮した管理がなされているか。

引き渡した備品等はその機能が失われていないか。

利用者サービスの向上に努めているか。

施設の利用促進に努めているか。

2

事業計画書どおりの経費節減や業務効率化が実行されているか。

引き渡した備品等に過不足はないか。

年間の事業量が適切に実行されているか。

3

業務について処理・対応が適切に行われているか。

2管理区域、業務範囲について漏れなく的確に把握されているか。

事業の内容や施設の有効利用に創意工夫がされているか。 3

年度計画額に基づき、適切な支出の中で事業が実施されている。

6 事業計画書どおり、収入が確保できたか。（無料施設では、利用者を確保できたか） 3 登録児童数は増加しており、利用促進に努めている。

省エネ等環境負荷の軽減や周辺環境に配慮するとともに、廃棄物は適切に処理されているか。 2 経費節減の観点からも水道光熱費の節約に努めており、廃棄物も適切に処分されている。

地域との連携 地域の住民や団体等との連携に積極的に取り組んでいるか。 2 地区公民館、福祉ひろば、近隣の団体やボランティアなどと積極的に連携を図り、協働で事業が実施されている。

環境への配慮

苦情発生時には担当課へ報告を行い、適切に対応する環境が整っている。

セルフモニタリング セルフモニタリングが適切に行われているか。 3 アンケート結果や実績報告書は、遅滞なく提出されている。

大項目 中項目 評　価　項　目

管
理
能
力

団体の概要

適切な管理運営

市民の平等利用

適切な組織・体制

職員研修・人材育成

経理及び
事務処理等

安全管理

緊急時対応

利用者サービス

障害者等への配慮

苦情・要望等への対応

Ａ （１．０） 高いレベルで実施されており、高く評価できる。

Ｂ （０．７） 事業計画書（提案書）どおり適切に実施されており、問題は見られない。 小計

Ｃ （０．５） 事業計画書（提案書）どおり概ね実施されていたが、一部に不適切な部分が確認され、改善に向け対応中または対応済みである。

64.2Ｄ （０．２） 不適切な部分が確認されたので、改善を指示したが、未対応または改善の見込みがなく、指定管理者の取り消しを含め検討する必要がある。

 　指定管理者の事業計画書(提案書）の内容に基づいて、その水準が達成されているかを市が点検・評価するものです。
評価の手段は、実績報告書（毎月）及び事業報告書（年度終了時）の点検並びに立入検査（随時）等によるものです。

　　　　　　　　　　　評　　　価　　　の　　　基　　　準

利用の促進

経費節減・業務効率化

24項目 個人情報保護

50 秘密の保護

業務内容

備品等の維持管理

要支援児に対する職員の加配について、基準に沿った運営がなされている。

4

1

3

1

3

定期的に会議を開催し、他の館とも情報交換する中で利用者サービスの向上に努めている。

延べ利用人数は増加しており、利用促進に努めている。

聞き取り調査において、特に水道光熱費等の節減に努めている。

一部の物品等に経年劣化による欠損等が見受けられるが、使用上問題は無く、整頓されている。

一部の物品等に経年劣化による欠損等が見受けられるが、使用上問題は無く、整頓されている。

指定管理施設を的確に把握し、業務に当たっている。

「松本市子どもの権利に関する条例」に基づき子どもの自主性を育てる事業に積極的に取り組んでおり、事業に創意工夫がみられる。

年度計画を運営委員会に諮り、適切な事業量を実施している。

個人情報が掲載されているものは、すべて施錠可能なキャビネット等に収納されており、適切に管理されている。

館長を中心に、職員に対し情報の漏えいについて指導を行っている。

放課後児童健全育成事業事務取扱マニュアルに基づき、業務が遂行されている。

職員間と事務局間で緊急時の連絡網を整備しており、緊急時に対応できる体制が整っている。

施設内を目視した結果、適切な対応がなされている。

防災設備の点検等、必要に応じた保守点検を実施している。

毎月の実施報告書は遅滞なく提出されている。

事務局を通じて、電子データの授受が可能となっている。

各施設とも、適切な文書管理に努めている。

安全管理について、館長を中心に職員間で日々確認を実施している。

鍵の管理場所等、適切な管理がなされている。

職員会議等、機会のあるごとに安全管理について職員間で確認を実施している。

就業規則等を整備し、適切な処理がなされている。

指定管理者事務局で充実した研修内容を計画し、職員の資質向上に努めている。

指定管理者団体で定めた規程に基づき、適切な処理がなされている。

放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、的確な運営を行っている。

担当課とは連携を密にし、的確な対応を行っている。

適切な運営を行っており、平等利用がなされている。

適切な運営を行っており、平等利用がなされている。

聞き取り調査及び書面を確認したところ、特に配置職員に関する資格の欠損は見受けられない。

法令遵守について、特に問題は見られない。

当期決算において、特に問題は見受けられない。

事務局と管理施設とが連携をとっており、必要に応じてバックアップする体制が整っている。

児童館事業及び放課後児童健全育成事業について、十分な理解がみられる。

市が定める運営基準に則った人員配置・運営がなされている。

評価の根拠

1

2

配点

2

団体の経営状況は良好か。

2

2

職員体制や配置人員は適切であるか。

正当な理由なく一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか。

事業内容に偏りがあり、利用者が限られることはないか。

市の方針、施設の設置目的、業務等を的確に理解した管理はされているか。

2

当該施設管理運営をサポート・バックアップする体制はあるか。

市や関係団体等と緊密に連携し、責任を持って事業に取り組んでいるか。

市が示す施設運営方針や管理の基準等に適合しているか。

2

3

3

3施錠、警備体制等は適切であるか。

職員が業務上知り得た秘密について漏洩防止対策を講じているか。 2

利用者の安全確保に関する研修を実施し、職員が内容を熟知しているか。

事故や災害時等緊急時の連絡体制が十分に整備されているか。

3避難経路が確保されており、避難時に支障をきたす障害物はないか。

2

2個人情報等の具体的管理方法（書類・電子データ等）においてセキュリティ対策を講じているか。

3

労働関係法令等を遵守した労務管理規程等を整備し、業務従事者の適正な労働条件を確保しているか。

公共の仕事という倫理性や法令遵守について認識し、対応しているか。

2

2

業務報告や事業報告が適切に作成されているか。

1

2

2

2

2

2

2

1

経理帳簿や台帳等を整備し、情報公開や監査請求に適切に対処できるか。

職員研修計画や業務指導に関し、適切に実施されているか。

会計処理の基準等に基づき、適正に事務処理が行われているか。

必要に応じパソコン等ＩＴ機器を活用できるか。

現場責任者、有資格者の配置、指揮系統や責任権限は適切であるか。

施設や附属設備の保守点検作業は、必要な基準や仕様を満たしているか。

安全対策は明確で、職員の教育・訓練の実施はされているか。



３　利用者による評価

４　指定管理者による自己評価

５　市(所管課）による総合評価

判断結果

「要改善」
※「不可」

評価

※「不可」の場合、指定管理者の取り消しの処分を含め

合計点数

71.2

45点以上60点未満
45点未満

点数

判　断　の　基　準
75点以上

60点以上75点未満
「良好」

適　正

別紙のとおり

利用者アンケート

実施時期

調査対象

調査方法

早急な改善対応を検討する必要がある。

配点

Ｂ

Ｃ アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容等、標準を満たしているが、今後改善を必要とするところがある。

アンケート調査結果、セルフモニタリングの内容等を含め、総合的観点から高く評価できる。

アンケート調査結果、セルフモニタリングの内容等も含め、総合的観点から標準を満たしていると評価できる。

改善すべき点が多く、標準に達しないと判断する。

利用者からの意見
要望・苦情等

（０．7）

「適正」

7

10

（協定書で指定管理者に実施を義務付けている利用者アンケートの内容・別紙へ記入してもよい）

平成３０年２月

児童館・児童センター利用者

当該施設において、対象者に配布、封筒に封入して提出
別紙のとおり

調査結果

【自主事業を実施している場合の評価】
・概ね適切に事業が実施されている。
・事業の収支決算は適切である。
　
【総合的な評価】
・アンケート結果は概ね利用者の満足を得るものであり、適切で安定した管理が行われている。
・地域やボランティアとも良好な関係を築き、積極的な交流が図れている。
・児童の様子について、学校やその他の関係機関と緊密な連携が図れている。
・登録児童数が200名を超える月もあることから、引き続き児童の安全に配意するとともに、子どもたちが基
本的な生活習慣を身につけるための援助や、遊びを通じて自立するための手助けなどに取り組まれたい。
また、指定管理者独自の強みを活かすとともに、「松本市子どもの権利に関する条例」に基づき、利用児童と
保護者に寄り添い、多様化する児童館へのニーズに応えられるよう柔軟であり堅実な運営を期待したい。

１、 目標とする児童について
○「挨拶、返事、正しい言葉づかい、後片付け」等の生活習慣の重視に加え、「話を聴く」ことが身につくように、集会の機会を増やした。生
活習慣・聴くこと、両面においてかなりの児童ができるようになってきたが、挨拶については、大変個人差が大きい。
○生活や行事の場面で、縦割り班で活動する機会をもったことで、学年の枠を超えて協力したり、関わりの中で思いやりの心が育ってきて
いるように思う。
２、　職員の姿勢について
○全員による職員会の定例化に加えて、毎日の5分間ミーティングを行うことで情報の共有を図れるようになってきた。児童のよい点や伸
びた点を話題にすることを心がけ、児童同士のトラブルや問題行動については、「正確な事実の把握に努め、迅速で温かみのある指導を
行うこと」を目標にして努力してきた。
〇保護者には、明るい挨拶をし、元気の出る対応を心がけた。徐々に信頼関係を築くことができてきたと思う。
○地域との連携は、公民館を中心に連絡を密にし、積極的に行うことができた。共催の行事を増やすことができ、地域との関わりが深めら
れた。

１、 目標とする児童について
○みんなが気持ちよく過ごせ、居心地のよい児童センターとなるよう、基本的な生活習慣の一層の向上を図りたい。また、「話を聴く」ことを
引き続き大切にしていきたい。
○縦割りでの活動を取り入れることで、異年齢の関わりを深め、思いやりの心が育つように支援していきたい。
〇児童が主体的に活動する「子ども企画事業」を通して、「社会性」や「企画力」を育て、心豊かに工夫して表現できるように支援していきた
い。
２、　職員の姿勢について
○職員会の定例化・毎日の5分間ミーティングを大切にして、職員間の情報共有を確実に行う。
○地域との連携がさらに深まるように努める。各機関との交流について更に検討していく。
○児童の姿を認めること、意欲を引き出すことを心がけ、それを共有することによって保護者に信頼されるセンターにしていく。

要望・苦情への
対応状況

平成２９年度の
自己評価

B

（１．０）

今後の目標

             総　合　評　価　　（4段階評価）　の　基　準

Ａ

Ｄ （０．２）

（０．５）



【回答数】26

つどいの広場
調査結果

つどいの広場
利用者からの意見

要望・苦情等

児童館
調査結果

【回答数】

【別紙】　　利用者による評価

利用者アンケート
実施時期 平成３０年２月
調査対象 児童館・児童センター利用者
調査方法 当該施設において、対象者に配布、封筒に封入して提出

児童館
利用者からの意見

要望・苦情等

満足
どちらかと
いうと満足

ふつう
どちらかと
いうと不満

不満足 計

設問１ 職員対応 20 5 1 26
設問２ 遊び 16 7 3 26
設問３ 遊具施設 12 10 4 26
設問４ 衛生管理 19 5 2 26
設問５ 行事 16 7 3 26
設問６ 雰囲気 11 9 6 26
設問７ 利用し易さ 10 9 7 26

島内

・おやつのパンは夕食に影響する。 ・子：外の遊具が少ない。
・おやつの判断は本人にさせてほしい。 ・子：遊戯室とおやつの時間をずらしてほしい。
・いつも親切、丁寧で大変ありがたい。 ・子：歴史の漫画本を入れてほしい。
・宿題に集中できる環境づくり ・子：楽しい
・長期休みに給食を出してほしい
・20時まで預けたい。
・夏休みは7：30開館にしてほしい。


